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伊佐市農業委員会第 5回総会議事録 

 

１．開催日時  平成２７年 8月 20日（木）午前 8時 57分から 10時 22分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階中会議室 

３．出席委員  （１９人） 

    会  長        ２１番委員 

           

    委  員  １番委員      ２番委員      

          ３番委員      ４番委員 

          ５番委員      ６番委員 

          ８番委員      ９番委員 

         １０番委員     １１番委員 

１２番委員     １３番委員 

１４番委員     １５番委員 

１６番委員     １７番委員 

１８番委員      １９番委員 

４．欠席委員  （1人） 

    欠席者  ２０番委員   

 

５．議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 
        19番委員    1番委員 

 

第２ 第 １ 号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に
ついて 

 
第 ２ 号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について 
 

第 ３ 号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外・編入）申出」の意   
見決定について 

 

第 ４ 号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに
許可及び諮問決定について 

 

第 ５ 号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに
許可及び諮問決定について 

 

第 ６ 号「非農地証明願」について 

 
６．農業委員会事務局職員 

     事 務 局 長      農地振興係長    

     農地振興係書記     農地振興係書記   
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【開始時間  午前８時５７分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはようございます。只今より、平成２７年度第５回農業委員会総会

を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

皆さんおはようございます。 

今日は、２０番委員から体調不良のためという理由で欠席届が出され

ております。 

欠席者１名です。出席者は１９名で、総会は成立します。 

議事録署名者を、私の方から指名させていただきます。 

１９番委員と１番委員にお願いします。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告１番、農地法第１８条第６項の規定による通

知について、報告２番農地の利用目的変更についてそれぞれの報告を求

めます。 

 

報告 農地法第１８条第６項の規定による通知につきまして、ご報告

いたします。 

資料の１～４ページになります。 

農地法による合意解約３件、農業経営基盤強化促進法による利用権の

合意解約が１３件、ありましたのでご報告致します。 

 

それでは、資料５ページをお開きください。報告第２号農地利用目的

変更届けにつきまして、去る６日に事務局で現地調査を行いましたので

ご報告申し上げます。 

整理番号１番の申請者は、伊佐市大口山野に居住されておりますＴＳ

さん６６歳で自治会は停車場であります。申請地は伊佐市大口里字五反

田３０８９番１の地目は田、地積は２７４㎡で申請地の所在地は、伊佐

市役所大口庁舎より北側へ４００ｍの場所に位置し、４，５年前より休

耕田として管理してあります。当該農地は周囲が畑や宅地等のため水利

がなく日照条件も悪く農作物も育ちにくく収穫量も見込めないこと等

により、捨土を利用し埋立てを行い畑として野菜等を作り管理したいと

のことでした。今後、田として管理は難しく遊休農地対策及び農地の有

効利用としても本届け出は適切であると思われますことを報告いたし

ます。以上報告を終わります。ご審議方よろしくお願いします。以上で

す。 



 3 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 報告が終わりました。委員の皆さん質問はございませんか。 

 

（なしという声あり。） 

 

なしということでございますので、議案の審議に入ります。 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

議案第1号 農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る意見

決定について提案します。 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第１号、「農業経営基盤強化促進法農地利用集積計画」に係る意

見決定のうち利用権設定につきまして説明いたします。 

１４ページの総括表をお開きください。 

期間は、３年から１０年で面積は田１６０，１５４㎡、畑２４，９６

０㎡、果樹地１，１７０㎡の合計１８６，２８４㎡です。 

利用権の設定をする者の数３７人、設定を受ける者の数２４人です。 

 土地の明細につきましては、６ページから１３ページの整理番号１番

から３７番のとおりです。 

 皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局の報告が終わりました。 

委員の皆さんご意見、質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますのでお諮りします。 

議案第 1号の意見決定について、事務局の報告のとおり決定すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって、議案第 1号 農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に

係る意見が決定しました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 



 4 

 

議 長 

 

 

 

 

８ 番 委 員 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１３番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て提案します。 

整理番号１番について担当委員の調査報告を求めます。 

８番委員お願いします。 

 

農地法第３条の規定による許可申請の整理番号１番につきましては

申請人の都合により取下げをいたしました。ご報告いたします。 

 

８番委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん質問はございませ

んか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

取下げということで決定してよろしいですか？  

（｢はい｣という声、多数あり。） 

挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって、１番は取消ということで決定しました。 

 

整理番号２番について担当委員の調査報告を求めます。 

１３番委員お願いします。 

 

議案第２号農地法第３条の規定による許可申請に係る決定について

整理番号２番について、８月１３日、申請人立会いのもと調査しました

ので１３番が報告します。 

申請人のＮＫさん５１歳は、伊佐市大口目丸に居住され、自治会は中

目丸です。本人の経営面積は１９，７８１㎡です。申請地は大口目丸字

高田４８田１，２４０㎡を父親から贈与で取得されます。耕作意欲はあ

り、また農機具等は自己所有されており、農地法第３条の適格者である

と同時に農地の取得につきましても何ら問題はないと判断しました。委

任状も出されております。ご審議方よろしくお願いしまして、わたしの

報告を終わります。 

 

１３番委員の調査報告が終わりました。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

委員の皆さんご意見、質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、お諮りいたします。 

１３番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を

求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって、整理番号２番は許可が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当委員の調査報告を求めます。 

３番委員お願いします。 

 

議案第２号農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち 

整理番号３番につきまして、去る８月１７日申請人ＫＹさん代理人Ｔ行

政書士立会いのもと現地調査を行いしましたので３番が報告いたしま

す。 

申請人のＫＹさんは伊佐市大口上町に居住され自治会は上八坂中央

で年齢は７３歳であります。譲渡人ＫＭさんは大阪市都島区友渕町にお

住まいであります。申請地は大口大田字川島２３３２番地７３で田、面

積１，９６９㎡で譲渡人は兄弟の奥さんであり贈与であります。申請人

の経営面積は８，１５５㎡で取得可能面積であります。農業従事者は４

名で通作距離は約１ｋｍぐらいで、現況は良く管理された田んぼで、今

までＫＹさんが耕作されていたものであります。経営意欲はあり農機具

等は完備されております。以上のような理由により当申請は農地法第３

条２項の各号に該当しないと思われますので許可相当と思われます。添

付資料として全部事項証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様

方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終わります。 

 

３番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さんご意見、質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、お諮りいたします。 

３番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成委員の挙手を求め

ます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

１３番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって、整理番号３番は許可が決定しました。 

 

整理番号４番について担当委員の調査報告を求めます。 

１３番委員お願いします。 

 

議案第２号農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち整

理番号４番について、申請人Ｎさん立会いのもと８月９日調査しました

ので、１３番が報告いたします。申請人、ＮＴさん５６歳は、伊佐市大

口木ノ氏に居住され自治会は陣之尾です。経営面積は１５，８７８㎡農

業と建設業を経営されております。申請地は、大口木ノ氏字乳母ヶ迫１

２７８－３畑と大口木ノ氏字乳母ヶ迫１２７８－５畑、合計２，６８０

㎡です。この場所は高熊温泉の近くでいまは更地になっておりました。

渡人のＮＫさん８６歳は高齢のためＮさんに売買されるものです。Ｎさ

んは申請地にオリーブを植えられるとのことです。農機具等は全て自己

所有されており、農地法第３条の適格者であると同時に農地の取得につ

きましては何ら問題はないと判断しましたので許可してくださるよう

お願いいたしまして私の報告を終わります。ご審議方よろしくお願いし

ます。 

 

１３番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１３番委員の報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を求め

ます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、許可が決定しました。 

 

整理番号５番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１１番委員お願いします。 
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１１番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１６番委員  

 

 

 

 

 

 

議案第２号農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち整

理番号５番について、去る８月１０日に現地調査を行いましたので１１

番が報告いたします。申請人ＨＫさんは伊佐市菱刈荒田に居住され自治

会は荒田下で年齢は６０歳です。渡人ＭＴさんは伊佐市大口下殿に居住

され自治会は上ノ馬場上で年齢は８７歳です。申請地は、伊佐市菱刈前

目字東水流５３１３－２で地目は田地積は１，３６３㎡で贈与でありま

す。受人の経営面積は４，５８９㎡で、取得可能面積であります。農業

従事者は２名で自宅から通作距離は約１ｋｍぐらいで、現況は水稲が作

付され良く管理された水田であります。経営意欲はあり、農機具等は管

理されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類としまして、全

部事項証明書、字図等が添付されています。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、報告を終わ

ります。 

 

１１番委員の調査報告が終わりました。委員の皆さんご意見質問はご

ざいませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号５番について１１番委員の調査報告のとおり、許可すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、許可が決定しました。 

 

整理番号６番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１６番委員お願いします。 

 

議案第２号農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち整

理番号６番につきまして、去る８月１７日、Ｓさんの母立会いのもと現

地調査を行いましたので１６番が報告いたします。申請地は大口下殿字

吹田６８０－１地目は田、地積は５８５㎡であります。今回売買による

取得であります。また、取得される南側もＹさんの水田が３反分ぐらい

隣接しております。受人の経営面積は、６，１１６㎡で取得可能面積で

あります。農業従事者は母と２名で通作距離は３００ｍぐらいで現況は
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１９番委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

受人が作付けされておりました。経営意欲もあり農機具等も委託かリー

ス等対応したいとのことでございました。以上のような理由により当申

請は農地法第３条２項の各号に該当しないと思われますので許可相当

と思われます。添付書類といたしまして、全部事項証明書、字図等が添

付されております。委員の皆様方の、ご審議方をよろしくお願いいたし

まして、１６番の報告を終わります。 

 

１６番委員の調査報告が終わりました。委員の皆さんご意見質問はご

ざいませんか。 

 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１６番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を

求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、許可が決定しました。 

 

整理番号７番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１９番委員お願いします。 

 

議案第２号農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち整

理番号７番について、去る８月１８日、現地調査を行いましたので１９

番が報告いたします。申請人ＩＹさんは伊佐市大口針持に居住され年齢

は６６歳で自治会は深川です。渡人ＮＹさんは伊佐市大口平出水に居住

され年齢は３５歳、自治会は平出水中央です。申請地は伊佐市大口針持

字轡口２９７９－２２で、地目は畑、地積は９４０㎡所有権移転売買で

す。受人の経営面積は２９，０３８ｍ取得可能面積です。農業従事者は

１名で通作距離は自宅より約４０ｍぐらい、現在Ｉさんが耕作され良く

管理されております。経営意欲はあり農機具も完備されております。以

上のような理由により、当申請は農地法第３条２項の各号に該当しない

と思われますので許可相当と思われます。添付書類として、全部事項証

明書、字図、委任状等が添付されております。委員の皆様の、ご審議方

をよろしくお願いいたしまして、報告を終わります。 

 

１９番委員の調査報告が終わりました。委員の皆さんご意見質問はご
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１６番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ざいませんか。 

 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１９番委員の報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を求め

ます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、許可が決定しました 

 

議案第２号農地法第３条の規定による許可申請に係る決定について

申請件数７件について６件の許可、１件の取下げが決定しました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

議案第３号農業振興地域整備計画の一部変更、（除外・編入)の申出の

意見決定について提案します。 

 

整理番号１番、２番について担当委員の調査報告を求めます。１６番

委員お願いします。 

 

議案第３号農業振興地域整備計画の一部変更、除外申出の意見決定の

うち整理番号１番につきまして１６番、５番、会長の共同調査によりま

して調査いたしましたので１６番が報告いたします。申請者、ＴＮさん

は伊佐市菱刈荒田に居住されております。申請所在地は伊佐市大口宮人

字太郎迫１７３６－４９で地目は畑、地積は６，６２７㎡で今回農振除

外申請するものであります。申請地は現在、山林化しており除外後非農

地申請されます。山林化した理由は、高齢になったのと旦那さんが亡く

なったあとそのまま放置しており山林化したとのことでございました。

まあ、畑には石が大小様々転がっており、畑としては耕作不能になった

ということでございました。今回の申請に至ったとのことであり、今後

は山林として転用管理していきたいとのことでした。放置後、クヌギ等

が生えておりましてこの中には植林予定と書いてございましたが、植林

計画は出ておらずクヌギ等が１５年生ぐらいのが立っておりまして、も

う大分荒れておりました。添付書類として、農用地利用計画変更申出書、

委任状、現地写真、全部事項証明書等が添付されております。以上のよ
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１６番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

うな理由により３人で協議した結果やむを得ないのじゃないかという

ことで判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をお願いいたしま

して報告を終わります。 

 

只今１番について１６番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１番について除外の意見は１６番委員の調査報告のとおり、

決定していることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって１番は、意見が決定しました。 

 

２番について同じく１６番に委員お願いします。 

 

議案第３号農業振興地域整備計画の一部変更、編入申出の意見決定の

うち整理番号２番につきまして去る８月１５日、会長、５番委員、１６

番委員、それと申請者の息子さんのＩＫさん立会いのもと共同調査をい

たしましたので１６番が報告いたします。申請人ＩＭさんは申請者伊佐

市大口宮人に居住され年齢は８３歳であります。申請地は伊佐市大口宮

人字札木１３７３番地４２で地目は畑、地積は２０９㎡であります。今

回、農業農振地編入の申出ですが隣接地に牛舎、堆肥舎を建設される計

画で、議案第４号でも出てくるのですが 

包括的に農地として有効な活用をするために今回編入するものであ

ります。隣接地は平成２７年３月３１日受付で農振地編入されておりま

す。３人で話し合った結果、編入はやむを得ないと判断いたしました。

添付書類として、全部事項証明書、農用地利用計画変更申出書、字図、

現地写真等が添付されております。委員の皆様方のご審議をお願いいた

しまして報告を終わります。 

 

１６番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

４ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１６番委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、農振編入の意見が決定しました。 

議案第３号は、申請件数２件の、除外１件、編入１件それぞれの意見

が決定しました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について提案します。 

 

整理番号１番について担当委員の調査報告を求めます。 

４番委員お願いします。 

 

議案第４号農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定についてのうち、整理番号１番について、去る８月

１７日１１番委員、１９番委員と私４番委員で、申請人ＨＨさん立会い

のもと共同調査をいたしましたので４番が報告いたします。申請人ＨＨ

さんは伊佐市大口鳥巣に居住され、生産牛４０頭近くを飼育されている

農家で、年齢が５５歳で自治会は園田であります。申請地の所在地は伊

佐市大口鳥巣字大丸１８６９－４で地目は畑ですが現況は不耕作地で

その家の通路のために２５㎡であります。申請地は県道湯出大口線に沿

って用水路がある訳ですが、その南側に位置しています。転用目的は、

建物の建て替え進捗工事のための通路を取るためのもので周囲に与え

る影響はないと思われます。添付書類として土地の全部事項証明書、配

置図、字図、平面図、事業計画書、被害防除計画書、被害防除に関する

誓約書、委任状が提出されています。調査の結果、この申請について３

人の調査員の意見において適切であると判断しましたが、委員の皆様方

のご審議方をよろしくお願いいたします。以上で私の報告を終わりま

す。 

 

４番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

６ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１６番委員 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

４番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定に

賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、４番委員の報告のとおり意見の決定並びに許

可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当委員の調査報告を求めます。 

６番委員お願いします。 

 

議案第４号農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定について、整理番号２番につきましては、６番が報

告いたします。申請人ＫＴさん、伊佐市大口平出水に居住の８４歳です。

自治会は平出水中央です。この案件につきましては今回の申請地に植林

をしたいとのことで、２，３か月前より高齢と周りが山林化されており

どのようにしたらよいかということで事務局に相談があったそうです。

事務局より私６番委員に現地の確認の要請があり先月７月総会終了後

山野地区の委員であります２番委員、９番委員と３人で現地の確認に行

きました。現地の状況は判断の結果、周囲は宅地があるため、隣接の２

人分の同意書が得られれば許可の方向で良いのではないかと判断し、事

務局に連絡いたしました。現地は伊佐市立平出水小学校より北へ１ｋｍ

ぐらいに位置しています。北側がクヌギ、植林、西側が原野、東側は山

林、南側が畑、申請地は大口平出水千里原１０９９番地の畑で面積の１，

１４４㎡、植林をする予定で今回申請されました。３人の協議の結果、

同意書が得られれば許可の方向でよいのではないかと判断いたしまし

たが本日皆様方の審議をよろしくお願いいたしまして私の報告を終わ

ります。 

 

６番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「はい」という声あり。） 

 

 申請人の住所の番地ですけれども、総会資料では１３００番地とな

っておりますけれども、１２００番地とおっしゃったような気がしたの

ですが、どっちが正しいのでしょうか。 
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６ 番 委 員 

 

１６番委員 

 

 

 

 

６ 番 委 員 

 

議 長 

 

 

６ 番 委 員 

 

議 長 

 

６ 番 委 員 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

９ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

私の報告の間違いでした。１３００番地です。 

 

分かりました。同意書が得られればということなんですが、その同意

書まだ得られては無いのですか。隣接地の同意書を得られればというこ

とだったのですが。まだ相談には行ってらっしゃらないのですか。 

得られていないのですか同意書は。 

 

同意を得ております。 

 

はっきりしてください。同意を得ているのか、得ていないのか。同意

書を貰ってきているのか。 

 

同意書は添付されております。 

 

同意書は添付されているそうです。 

 

他、何かありますか？ 

(｢なし｣という声多数) 

 

なかったら６番委員の調査報告のとおり許可することに賛成の委員

の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しまし

た。 

 

整理番号３番について、９委員の報告を求めます。 

 

議案第４号農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及びに諮問決定のうち整理番号の３番について去る８月１７日

２番委員さん６番委員さんと私９番委員で申請人ＭＳさん立会いのも

と共同調査をいたしましたので９番が報告いたします。申請人ＭＳさん

は伊佐市大口小木原に居住され年齢は３３歳です。自治会は小木原上で

す。申請地の所在地は大口小木原字熊ヶ迫６４５－８地目は畑、地積は

１，７９６㎡であります。農地区分は農用地区域内農地となっており転

用目的は牛舎、及び農業用資材置き場であります。申請地は下牛尾自治

会の集会所より北へ１ｋｍぐらいのところに位置し、北側は宅地、西側
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

５ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は道路を挟んで田、南側は申請人の住宅、東側は牛舎となっております。

また、周囲の住宅地には承諾も得てあり、印鑑をいただいてあるとのこ

とで現在の牛舎では手狭になるため今回の申請地に建設したいとのこ

とです。添付書類といたしまして、字図、事業計画書、被害防除計画書、

被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書、全部事項証明書、配置図、

平面図、位置図、施設等設置に関する契約書、農地転用に伴う資金調達

計画について等など、書類が提出されております。調査の結果この申請

については３名の調査委員の意見において適切であると判断しました

が委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして私の報告を

終わります。 

 

９番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

９番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定に

賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は意見の決定並びに許可及び諮問が決定しまし

た。 

 

整理番号４番について、担当委員の調査報告を求めます。 

５番委員お願いします。 

 

議案第４号農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定について整理番号４番につきまして去る１５日申

請人ＩＫさん立会いのもと、会長、１６番委員、私５番委員において共

同調査を行いましたので５番が報告いたします。申請人のＩＫさんは伊

佐市大口宮人に居住され、自治会は宮人、年齢は６４歳であります。申

請地は大口宮人字札木１３７３－５３、の外２筆で地目は畑と田んぼで

各筆の地積は３，２４２㎡で現況は埋め立てられており、良く管理され

た農地であります。農地区分は農用地区域内農地で都市計画区域外とな

っております。申請地の所在地は壹岐清次宅畜舎の内側の髙土手の上に

位置し、周囲の状況は東側が山林の他は、市道に囲まれた状態でござい



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

５ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

ます。転用目的は牛舎、堆肥舎、農業用資材置き場を建築するものであ

ります。これは国、県の畜産再編総合整備事業を利用し規模拡大するも

のであり、その内容は現在十数頭の生産牛を５０頭に増頭する計画でご

ざいます。肉用牛生産において発生する糞尿につきましては、日本は牛

舎の敷材、おが屑に吸着させ糞と堆肥舎で処理するということで周囲に

与える影響はないものと思われます。近くに数件の人家がありますので

公害には細心の注意を払うようにお願いをしたところでございます。資

金調達につきましては補助金及び日本政策金融公庫からの融資のため、

問題はないものと思われます。添付書類といたしまして、全部事項証明

書、事業計画書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処

理確約書、農地転用に伴う資金調達計画、施設設置に関する契約書、平

面図、位置図等が添付されています。以上のような理由により３人で協

議いたしました結果、農地転用はやむを得ないものと判断をいたしまし

た。委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。 

 

５番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

５番委員の調査報告のとおり、整理番号４番について意見の決定並び

に許可及び諮問決定に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しまし

た。 

 

整理番号５番について、同じく５番委員お願いします。 

 

議案第４号農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定のうち整理番号５番につきまして、去る１５日ＩＫ

さん立会いのもと、会長、１６番委員、私５番委員において共同調査を

行いましたので５番が報告いたします。申請人のＩさんは伊佐市大口宮

人に居住され、自治会は宮人で、年齢は８３歳であります。申請地は大

口宮人字札木１３７３－４２で、地目は畑、地積は２０９㎡であります。

農地区分は農用地区域内農地で都市計画区域外となっております。申請
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１１番委員 

地の所在地はＩＫさんの畜舎の西側の髙土手の私道沿いに位置し周囲

の状況は北側は道路、東側は原野、南と西側は畑であります。転用目的

は牛舎への通路であります。申請地の隣接地に息子さんでありますＩＳ

さんが牛舎、堆肥舎等を建築するためその出入口の通路に利用するもの

でございます。転用目的は通路でありますので別に周囲に与える影響は

ないのもと思われます。添付書類といたしまして、全部事項証明書、事

業計画書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約

書、字図、位置図が添付されております。以上のような理由により、３

人で協議いたしました結果農地転用はやむを得ないものと判断いたし

ました。委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。 

 

５番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

５番委員の調査報告のとおり、整理番号５番について意見の決定並び

に許可及び諮問決定に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しまし

た。 

 

議案第４号農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定については、申請件数５件、意見決定並びに許可及

び諮問５件が決定しました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定について提案します。 

 

整理番号１番について担当委員の調査報告を求めます。 

１１番委員。 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

に許可及び諮問決定のうち整理番号１番につきまして、去る８月１７日

申請人の父のＳＭさん立会いのもと、４番委員、１９番委員、１１番委

員の３人で共同調査をしましたので１１番が報告いたします。譲受人Ｓ

Ｋさんは伊佐市大口里にお住まいであります。自治会は中戸切でござい

ます。渡人は伊佐市大口里にお住まいのＳＭさんで自治会は中戸切であ

ります。親子関係であります。申請地の所在地は、伊佐市大口鳥巣字町

７５９－４、地目は畑となっており、不耕作地でございました。地積は

８４４㎡であります。本申請は所有権贈与で転用目的は太陽光発電施設

であります。農地区分は第２種農地でその他の農地となっております。

申請地の所在地は大口文化会館から北側へ約５００ｍぐらいのところ

に位置しており南側は住宅東側は図面では山林となっていますけれど

も、見晴らしのいい雑種地でございました。北側の方は現在太陽光が稼

働している状態でした。西側は道路を隔てて住宅であり、周囲に与える

影響はないと思われます。太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は１

８２枚、パネル設置総面積が２７４．１２㎡でパネル設置容量は４９.

５ｋｗということでございました。添付書類として、土地の全部事項証

明書、事業計画書、見積書、資金証明書、残高証明書、位置図、配置図、

平面図、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書

等が提出されております。調査の結果、この申請については３名の調査

委員の意見において適切であると判断しましたが、委員の皆様方のご審

議方をよろしくお願いします。 

 

只今１１番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１１番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問の決

定に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しまし

た。 

 

整理番号２番について担当委員の調査報告を求めます。 

８番委員お願いします。 
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８ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定の整理番号２番につきまして、去る１７日申請人は

熊本市にお住まいとのことで不在のもと、私８番と３番委員で現地調査

を行ないましたので報告をいたします。申請人で譲受人は熊本市西区春

日にお住まいのＭＹさん３６歳譲渡人は伊佐市大口里にお住まいのＫ

Ｙさん８０歳自治会は小水流です。申請地は伊佐市大口里字小水流１７

３９－２で地目は田、地積は６２９㎡となっております。申請地の現況

は田でありますが高齢となり最近は耕作されておりませんけれども、荒

らさないよう管理されておりました。申請は所有権移転売買で転用目的

は太陽光発電施設を建設されるものであります。農地区分は第２種農地

のその他の農地該当されるものと思われます。農地の所在地は伊佐市の

し尿処理施設より北へ約５００ｍに位置しており、東側は住宅、南側は

太陽光発電、西側、北側は住宅であり周囲に与える影響はないものと思

われます。太陽光発電事業ですが、自己資金により設置されるものでパ

ネル設置枚数は１９２枚、パネル設置総面積が約３１６．８㎡で太陽電

池出力は約５０ｋｗとのことでした。添付資料といたしまして、土地の

全部事項証明書、事業計画書、土地改良区の意見書、資金証明書、位置

図、配置図、字図、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水

処理確約書、経済産業省の設備認定通知書、農地転用に関する契約書等

が添付してあります。以上のようなことから農地法上、問題はないもの

であろうと思われました。皆様方のご審議をよろしくお願いします。 

 

只今８番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

８番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定に

賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しまし

た。 

続いて３番について同じく８番委員お願いします。 
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８ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

１７番委員 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定の整理番号３番につきまして、去る１７日申請人の

代理人で司法行政書士のＯさん立会いのもと、私８番と３番委員で現地

調査を行ないましたので報告いたします。申請人で譲受人は伊佐市大口

里にお住まいのＭＨさん３０歳、譲渡人は伊佐市大口里にお住まいのＩ

Ｈ８０歳自治会は里町であります。申請地は伊佐市大口里字竿境２２２

０－１で大口簡易裁判所、南西約３００ｍに位置し、地目は田、地積は

３９１㎡であります。現況は、現在耕作はされておりませんでしたが、

荒らさないよう管理されておりました。申請地は所有権移転売買であり

転用目的は住宅を建設されるものであります。住宅面積は１００．６８

㎡となっております。農地区分は第３種農地であります。申請地の東側、

南側は住宅、西側は道路、北側は田であり周囲に与える影響はないもの

と思われました。添付資料といたしまして、土地の全部事項証明書、汚

廃水処理確約書、資金証明書、位置図、建築設計図、被害防除計画書、

被害防除に関する誓約書、行政書士Ｏさんへの委任状などが添付してあ

りました。以上のようなことから農地法上、問題はないものであろうと

思われます。皆様方のご審議をよろしくお願いまして報告を終わりま

す。 

 

只今８番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

８番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定に

賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しまし

た。 

 

続いて整理番号４番について担当委員の調査報告を求めます。 

１７番委員お願いします。 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定について整理番号４番について、８月１７日１０番
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委員、１８番委員、私１７番委員３名と、そして譲渡人であるＳＡさん

の立会いもと、共同調査いたしましたので１７番委員が報告いたしま

す。譲受人は伊佐市大口里にお住まいのＳＳさんで自治会は元町実業自

治会であります。譲渡人は伊佐市大口原田にお住まいのＳＡさんで自治

会は国ノ十自治会であります。本申請は所有権移転で贈与、転用目的は

宅地でございます。申請地の所在地は伊佐市大口原田字国ノ十２１７６

－１、地目は畑、地積は８３９㎡であります。農地区分は第２種農地で

ありまして、農地の所在地はルミエール忠元から東南方面に約５００ｍ

くらいの位置にありまして南側は住宅、東側は市道、北側は市道、西側

は住宅であり、周囲に与える影響はないと思われます。しかし、この申

請地が８３９㎡でございまして、一般住宅で申請されていらっしゃいま

すので、だいたい５００㎡というような決まりがあるわけでございます

が、この申請地は国ノ十の中心地で四差路になったところで地形が三角

形になった、ちょっとややこしい、そういうことで８３９㎡のこの住宅

として利用させていただきたいということで本人からの理由書が提出

されておる訳でございます。ちょっと私が読んでみます。今回私は下記

の土地につき農地法第５条の許可申請をしましたが、面積は８３９㎡で

す。一般住宅の敷地としては面積が若干広いのですが、この土地は地形

が三角形に近く利用スペースが限られております。仮に５００㎡を超え

る部分を畑として残しても周囲は全て宅地と道路ですので農地として

利用価値がありません。このような状況ですのでよろしくお願いいたし

ます。と言うことで、ＳＳさんからの理由書ということでここに提出し

てあります。委員３名で調査の時、話し合って５００㎡というような土

地ということでありましたが、現場を見たときに、だいたい宅地の床面

積が１１５㎡とそれから、物置小屋と車庫で面積を合わせたときに、物

置小屋と車庫で３５．２９坪ということになっております。委員として

は三角形の宅地であるため、それから四差路と交差する市道でありまし

て木戸の入口、住宅の入口が現在のところから前の方に、南側の方にな

おさなければ住宅との関係が悪いものですから、そういうことでだいぶ

農地が必要であろうと判断し、３人の委員ではやむを得ないということ

で８３９㎡を今回の総会で皆さんの承諾を得ようと現在報告したとこ

ろでございます。それから、添付書類として土地の全部事項証明、配置

図、字図、平面図、事業計画書、被害防除計画書、被害防除に関する誓

約書、汚廃水処理確約書、資金証明書、理由書が提出されております。

以上で書類の添付がありますが、この申請について３名の委員の意見に

おいて適切であるとの判断をしましたが委員の皆様方のご審議方をお

願いいたします。以上で報告を終わります。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

１ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

只今１７番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１７番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しまし

た。 

 

続いて整理番号５番について担当委員の調査報告を求めます。 

１番委員お願いします。 

 

議案第５号の５番を報告いたします。農地法第５条の規定による許可

申請に係る意見決定並びに許可及び諮問決定、調査日は去る８月１７日

です。調査員は１２番、１４番、１番で調査いたしました。立会いはＫ

Ｈさんです。渡人住所出水市福ノ江町、氏名ＨＨさんです。受人住所伊

佐市菱刈徳辺、お名前はＫＨさん、７８歳、自治会は桜馬場です。申請

地は菱刈徳辺字小屋敷１５０４－１、地目は田、現況は駐車場となって

おり４７９㎡です。７０年ぐらい前からトラックや製材所等でいろいろ

と利用されているとのことでした。今回は所有権移転ということです。

農地は２種農地です。申請地所在地は徳辺の国道２６８号線信号より、

新川方面へ徳辺保育園より約８０ｍぐらい北側です。東は住宅、西は亀

甲製材所の資材倉庫です。南は新川方向への県道の道路です。３名で協

議いたしまして許可相当と思います。添付書類といたしまして、字図、

５条申請書、全部事項証明書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約

書、始末書などが添付されております。３人で協議しましたところ、や

むを得ないということとなりました。委員の皆様方のご審議をよろしく

お願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

1番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

１０番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

1 番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定に

賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しまし

た。 

 

続いて整理番号６番について担当委員の調査報告を求めます。 

１０番委員お願いします。 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定のうち、整理番号６番につきまして１０番より報告

させていただきます。現地調査結果について、去る８月１７日１７委員、

１８委員と１０番、共同調査をいたしました。立会人として、申請者よ

り委託を受けている行政書士Ｔ氏が立会いのもと３名で現地調査を行

いました。渡人諏訪馬場自治会で伊佐市大口里にお住まいのＴＡ氏で養

鶏所を経営されております。渡人は原田自治会で伊佐市大口原田に住ま

いのＴＥさんであります。本申請は、所有権移転の売買で転用目的は養

鶏事業に伴う資材置き場とするものであります。申請地の現在地は伊佐

市大口原田字先陣２３３４番で地目は畑です。申請地の現況であります

が、申請地は現在不耕作地で労力不足から１０年以来耕作されておりま

せん。地積は２６７㎡であります。農地区分は第１種農地でありますが

不許可の例外である集落接続施設に該当すると思われます。なお、養鶏

場経営に必要資材として鶏舎修理用資材、鶏糞処理資材等を置くことに

なるそうです。申請地の所在地はＪＡ葬祭ルミエールから東側に５０ｍ

に位置しており、周囲の状況は南側は今回申請したＴさんの養鶏場であ

ります。他は通路、水路であり、周囲に与える影響はないと思われます。

添付書類として土地の全部事項証明書、位置図、字図、被害防除計画書、

被害防除に関する誓約書、資金証明書が提出されております。調査の結

果、この申請について３名の調査員の意見において適切であると判断し

ましたが、委員の皆様方のご審議をよろしくお願いいたします。以上で

報告を終わります。 

 

１０番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

１９番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１０番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しまし

た。 

 

続いて整理番号７番について担当委員の調査報告を求めます。 

１９番委員お願いします。 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定のうち、整理番号７番につきまして、去る８月１７

日、申請人の代理人Ｋ行政書士立会いのもと、４番委員、１１番委員、

私１９番委員の３人で共同調査をいたしましたので、私１９番が報告い

たします。譲受人は伊佐市大口里に事務所を置く、医療法人Ｋでありま

す。譲渡人は、愛知県稲沢市東緑町にお住まいのＹＹさんです。申請地

の所在地は伊佐市大口里字井出原４５３－１番及び隣接地の４５５番

の２筆で地目は畑、地積は合計７８２㎡です。本申請は所有権移転売買

で転用目的は駐車場と通路の建設であります。農地区分は第２種農地で

都市計画区域外となっております。申請地の所在地は、松元病院より直

線で南へ１００ｍぐらいに位置していて、南側は２ｍぐらいの擁壁があ

り、その下は住宅地の通路兼駐車場、東側は駐車場と研修医の宿泊施設、

北側は道路、西側は畑であります。周囲に与える影響はないと思われま

す。添付書類として、字図、全部事項証明書、住宅地図、計画図、事業

計画書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、法人の全部事項証

明書、定款、委任状等が提出されております。調査の結果この申請につ

いては、３人の調査人の意見において適切であると判断しましたが、委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で報告を終わり

ます。 

 

１９番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１８番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１９番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しまし

た。 

 

整理番号８番、９番については譲渡人、譲受人が同一人ですので一括

して担当者の報告を求めます。 

１８番委員お願いします。 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定について、整理番号８番、９番については譲受人並

びに譲渡人が同一であり、関連がありますので一括して報告をいたしま

す。去る８月１７日、申請人の代理人である行政書士のＫ氏の立会いの

もと、１０委員、１７委員、私１８番の３人で共同調査をいたしました。

１８番が報告をいたします。譲受人は伊佐市大口篠原にお住まいの会社

員ＴＳさん３８歳で自治会は大道であります。譲渡人は伊佐市大口元町

にお住まいの自営業ＭＫさん７７歳で自治会は東元町であります。整理

番号８番の申請地は大口中央中学校から南東に約５００ｍの場所に位

置し大口篠原字中川原２５４－６で地目は田、地積は４５２㎡で所有権

移転売買であります。転用目的は一般住宅であります。東は田、西は水

路、北は市道、南は田であります。排水計画は合併浄化槽を設置し施設

水路へ放流するので問題ないと思われます。次に整理番号９番の申請地

は大口篠原字中川原２５４－１、外１筆で地目は田、地積は合計９９．

７４㎡で所有権移転売買、転用目的は通路であります。本申請は整理番

号８番の一般住宅及び周囲の農地との共有道路として権利を２分の１

ずつ設定するものであるため譲受人が２名になっております。両案件と

も第１種農地ですが周囲に住宅が点在しているため不許可の例外であ

る集落接続施設に該当すると思われます。添付書類として、土地の全部

事項証明書、事業計画書、字図、被害防除計画書、及び契約書、資金証

明書などが添付されております。調査の結果この２点については、３人

の意見において適切であると判断致しましたが、委員の皆様方のご審議

方よろしくお願いいたしまして、報告を終わります。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

只今１８番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１８番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号８番９番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定し

ました。 

 

続いて整理番号１０番、１１番について担当委員の調査報告を求めま

す。 

３番委員お願いします。 

 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並び

に許可及び諮問決定について、整理番号１０番、並びに１１番について

２件について関連がありますので続けて報告させていただきます。去る

８月１７日、申請人のＧＡさん代理人行政書士のＴＲ氏、譲渡人ＴＳさ

ん立会いのもと８番委員と共同調査をしましたので、３番が報告いたし

ます。譲受人ＧＡさんは伊佐市大口牛尾、自治会は牛尾で３４歳であり

ます。譲渡人ＴＳさんは伊佐市大口小木原に居住され自治会は山野停車

場で６６歳であります。本申請は所有権移転売買で転用目的は一般住

宅、宅地となっております。本申請の所在地は、伊佐市大口里字五反田

３０８９－５番、地目田、地積３４１㎡であります。農地区分は第３種

農地となっております。南側、東側、宅地、西側田んぼ、北側市道を挟

み宅地であり、周囲に与える影響はないものと思われます。整理番号１

１番は同じ字で３０８９－４番、地目田で、面積８３㎡であります。宅

地の通路としての利用になっております。添付資料として、土地の全部

事項証明書、配置図、字図、平面図、事業計画書、被害防除計画書、被

害防除に関する誓約書、汚水処理確約書、資金証明書、土地改良の意見

書が提出されております。最後にこの土地は今年４月３条で許可され、

４月に移転登記されたものであります。その土地が今回売買されるもの

であります。これについては、理由書が添付してありますが、調査の結
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

１６番委員 

 

 

 

3 番 委 員 

 

事 務 局 

 

 

 

1 6 番委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

果この申請について２名の調査員の意見において適切であると判断い

たしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、

私の報告を終わります。 

 

３番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（挙手１６番委員） 

 

はい、１６番委員。 

 

この整理番号の１１番ですが、８３㎡通路となっていますが、この字

図を見ますと、この狭い方が８３㎡で通路となっていると思いますがこ

の通路の行き先はどこになっているのですかね。 

 

教会のところに通路がある通りに出ます。 

 

いいですか。北側に宅地がありますが、１筆になっているのですが、

宅地の西側が同じ面積で通路になっております。１筆になっている宅地

の中に通路があり、そこに抜けるようになっております。 

 

分かりました。 

 

よろしいですか、もう意見なしということで、３番委員の調査報告の

とおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定に賛成の委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１０番１１番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決

定しました。 

 

議案第５号については、申請件数１１件について意見の決定並びに許

可及び諮問１１件が決定しました。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号非農地証明願いについて、整理番号１番について担当委員
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９ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

の調査報告を求めます。 

 

９番委員お願いします。 

 

議案第６号非農地証明願いについて整理番号１番につきまして去る

８月１７日、２番委員さん、６番委員さん、と私９番委員の３人で共同

調査をいたしましたので９番委員が報告いたします。申請人は、伊佐市

大口山野にお住まいのＳＨさんです。土地の所在地は大口渕辺字住吉１

５５－１地目は畑、４２５㎡と外４筆計２，１０４㎡、大口渕辺字池ノ

上２８９－２地目は田、地積は８３㎡で、田畑合計６筆の合計２，１８

７㎡であります。申請地の位置として平出水小学校より南側へ７～８０

０ｍ内の範囲内に位置しております。所在地は平成５年ぐらいから耕作

しにくい場所だったために耕作していなく、現在は山林化してしまい農

地性は喪失していて、田の１筆は道路側ではありますが地形が三角にな

っており、トラクターが入ってもその場でぐるぐる回っているしかない

形で水口はあることはあるのですが、田より水口が下にあり仕方ないの

ではと判断いたしました。また、道路拡張により地積も少なくなったと

のことです。添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されてお

ります。委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして私の報

告を終わります。 

 

 

９番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

９番委員の調査報告のとおり、非農地として証明することに賛成の委

員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、報告の通り非農地として証明することが決定

しました。 

 

議案第６号非農地証明願いについては、１件の申請のうち１件を非農

地として証明することが決定しました。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

会     長      会    長       

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で議案は終了します。その他。 

 

それでは、資料４０ページの月例報告をいたします。 

去る１７日現地調査を一斉にしております。本日が第５回の農業委員

会の総会ということで開催されました。２６日は、８月の定例常任会議

員会議になります。それから、来月９月の行事予定です。３日と４日が、

農業委員会の県外研修で熊本県内の方に研修に行きます。１４日が現地

調査です。１８日が第６回の農業委員会の総会です。２５日が９月の定

例常任会議員会議になっております。以上です。 

 

それでは、平成２７年度第５回農業委員会総会を終了します。 

姿勢を正して下さい。 

一同礼 

お疲れ様でした。 

 

【終了時間  午前１０時２２分】 
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伊佐市農業委員      １９番 委 員      

 

 

伊佐市農業委員        １番 委 員      

   

 


